
第77回　大和郡山市都市計画審議会　議案書

令和6年11月28日

大和郡山市 都市建設部 まちづくり戦略課



会長の選出について

第１号議案

1



発志院町地区 地区計画区域内における建築行為に伴う

建築物の高さの最高限度の緩和について

第２号議案

２



第２号議案　　建築物等の高さの制限の緩和について（発志院町地区）

    令和6年8月6日 地区計画の都市計画決定

    令和6年9月19日 条例改正

    令和6年11月5日 申出書提出

    令和6年11月28日(本日) 都市計画審議会　※

１．概要

２．条例の規制内容について（条例文抜粋）

３．審議事項について

４．これまでの経過と今後の手続き（予定）

周辺状況

地区計画区域の周辺は、南

側に集落と西側に農地が広が

り、区域東側は国道24号が隣

接しております。

また、京奈和自動車道（大

和北道路）が国道24号沿いに

建設工事中であり、高架道路

ができる予定です。

発志院町地区地区計画については、令和６年７月２４日に開催しました都市計

画審議会において審議・了承いただき、８月６日に都市計画決定しております。

新たな地区の追加に伴い、「大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例」（以下、「条例」という。）の一部改正について、令和６年第

３回市議会定例会において承認され、９月１９日に施行しております。

この度、地区計画区域内において建築物の高さ制限の緩和についての申出があ

り、内容を審査したところ建築物の高さが２９．１ｍと２９．５ｍにて計画され

ていますので、地区計画条例で定める最高限度の１５ｍを超えるため、都市計画

審議会にてご審議いただくものです。

建築物の高さの最高限度は、条例第７条で定められており、別表第６に掲げる

高さ以下でなければならない。と定められています。

当該地区における建築物の高さの最高限度は１５ｍとなっています。

ただし、第３号により、市長が周囲の景観上支障がないと認め、かつ、大和郡

山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第１号の制限を超えることができる。

となっています。

審議事項については、下記の２点となっております。

① 周辺状況について

② 建築物の高さが必要な根拠理由について

市としては、上記の周辺状況から周囲の景観上支障がないものと判断していま

す。

なお、本市における建築物の最高高さは、高度地区の最高高さである３１ｍを

上限としています。

今後の対応として、建築確認等の手続きにおいて、高さの取り方が変更となる

場合であって、今回の審議いただいた建築物自体に変更がない場合、また、承認

後においては、計画変更等により届け出高さ以下となる場合、新たに審議会を開

催せずに対応するものです。

※ 本審議会は、建築物の高さ制限の緩和について審議いただくものです。

今後、建築確認申請の前に、再度の届出により条例に定めます他の要件に

ついて審査を行います。

≪条例抜粋≫

（建築物の高さの最高限度）

第７条 別表第６ア欄に掲げる地区整備計画区域（当該区域に係る地区整備計画

において、当該区域を２以上の計画地区に区分している場合にあっては、当該計

画地区）内においては、建築物の高さは、それぞれ同表イ欄に掲げる高さ以下で

なければならない。

別表第６（第７条関係）

建築物の高さの最高限度ア

地区整備計画区域

発志院町地区

地区整備計画区域

イ

高さ

(1)建築物の高さの最高限度は15メートルとする。

(2)前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装

飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積

の8分の1以内の場合において、その部分の高さ5メー

トルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(3)市長が周囲の景観上支障がないと認め、かつ、大

和郡山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第1号

の制限を超えることができる。

３

発志院町地区地区計画区域と周辺状況
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